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(57)【要約】
【課題】高速かつコンピュータに大きな負荷をかけずに
実行できる顔画像追跡装置、顔画像追跡方法並びに、プ
ログラムを提供する
【解決手段】原画像から人物の顔部分を撮像した顔画像
を抽出するとともに、前記顔画像の前記原画像における
位置を算出する顔画像抽出部１１と、前記顔画像を前記
識別子及び前記位置と共に記憶する顔画像記憶部１４と
、一の原画像から抽出された顔画像の前記位置と、前記
一の原画像の直前に撮像された他の原画像から抽出され
て顔画像記憶部１４に記憶された顔画像の前記位置の差
異が所定の範囲以下である場合に、前記一の原画像から
抽出された顔画像に、前記他の原画像から抽出された顔
画像と同一の識別子を付与する位置比較部１２を備える
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定周期で撮像された複数の原画像から、同一人物を撮像した画像を抽出する顔画像追
跡装置において、
　前記原画像から人物の顔部分を撮像した顔画像を抽出するとともに、前記顔画像の前記
原画像における位置を算出する顔画像抽出手段と、
　前記顔画像抽出手段で抽出された顔画像に識別子を付与する識別子付与手段と、
　前記顔画像を前記識別子及び前記位置と共に記憶する顔画像記憶手段と、を備え、
　前記識別子付与手段は、一の原画像から抽出された顔画像の前記位置と、前記一の原画
像の直前の周期に撮像された他の原画像から抽出されて前記顔画像記憶手段に記憶された
顔画像の前記位置との差異が所定の範囲以下である場合に、前記一の原画像から抽出され
た顔画像に、前記他の原画像から抽出された顔画像と同一の識別子を付与する位置比較手
段を有する
　ことを特徴とする顔画像追跡装置。
【請求項２】
　前記識別子付与手段は、前記位置比較手段が前記一の原画像から抽出された顔画像に識
別子を付与できない場合に、前記一の原画像から抽出された顔画像と前記他の原画像から
抽出された顔画像との類似度を算出して、前記類似度が所定の水準を超える場合に、前記
一の原画像から抽出された顔画像に、前記他の原画像から抽出された顔画像と同一の識別
子を付与する類似度比較手段を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の顔画像追跡装置。
【請求項３】
　前記識別子付与手段は、前記類似度比較手段が前記一の原画像から抽出された顔画像に
識別子を付与できない場合に、前記一の原画像から抽出された顔画像に、新規の識別子を
付与する
　ことを特徴とする請求項２に記載の顔画像追跡装置。
【請求項４】
　所定周期で撮像された複数の原画像から、同一人物を撮像した画像を抽出する顔画像追
跡方法において、
　前記原画像から人物の顔部分を撮像した顔画像を抽出するとともに、前記顔画像の前記
原画像における位置を算出する顔画像抽出段階と、
　前記顔画像抽出手段で抽出された顔画像に識別子を付与する識別子付与段階と、
　前記顔画像を前記識別子及び前記位置と共に顔画像記憶手段に記憶する顔画像記憶段階
を有し、
　前記識別子付与段階は、一の原画像から抽出された顔画像の前記位置と、前記一の原画
像の直前の周期に撮像された他の原画像から抽出されて前記顔画像記憶手段に記憶された
顔画像の前記他の原画像における位置との差異が所定の範囲以下である場合に、前記一の
原画像から抽出された顔画像に、前記他の原画像から抽出された顔画像と同一の識別子を
付与する位置比較段階を有する
　ことを特徴とする顔画像追跡方法。
【請求項５】
　所定周期で撮像された複数の原画像から、同一人物を撮像した画像を抽出するコンピュ
ータにインストールされて、
　当該コンピュータを、
　前記原画像から人物の顔部分を撮像した顔画像を抽出するとともに、前記顔画像の前記
原画像における位置を算出する顔画像抽出手段と、
　前記顔画像抽出手段で抽出された顔画像に識別子を付与する識別子付与手段と、
　前記顔画像を前記識別子及び前記位置と共に記憶する顔画像記憶手段と、を備え、
　前記識別子付与手段は、一の原画像から抽出された顔画像の前記位置と、前記一の原画
像の直前の周期に撮像された他の原画像から抽出されて前記顔画像記憶手段に記憶された
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顔画像の前記位置との差異が所定の範囲以下である場合に、前記一の原画像から抽出され
た顔画像に、前記他の原画像から抽出された顔画像と同一の識別子を付与する位置比較手
段を有する顔画像追跡装置として機能させる
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定周期で撮像された複数の原画像から、同一人物を撮像した画像を抽出す
る顔画像追跡装置・方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　所定周期で撮像された複数の原画像から、同一人物を撮像した画像を抽出して、当該同
一人物を追跡記録する顔画像追跡装置が知られている。例えば、特許文献１には、動画像
から動体を特定し得る特徴画像部分を抽出する特徴画像抽出手段と、前記動体の位置情報
を動画像中から時系列に検出する位置検出手段と、前記特徴画像部分の同一性を判定する
判定手段と、前記判定に基づいて同一性のある特徴画像部分を有する動体と前記時系列位
置情報とを対応付けて保持する追跡情報保持手段を備える動体認識装置が記載されている
。
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１３３９４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の動体認識装置は、特徴画像部分に基づいて同一性が保持された動体につい
て、当該動体が移動した位置情報が時系列に記録され、動画像中に複数の動体が映されて
いる場合でも各動体を識別した追跡情報を得ることができる。
【０００５】
　しかしながら、この動体認識装置は、全ての特徴画像部分について同一性を判定するの
で、追跡対象の動体の数が多くなると、同一性判定の処理に時間が掛かるという問題があ
った。この処理時間の増加は、動体の追跡を実時間で処理しようとする場合に特に問題に
なる。
【０００６】
　本発明は、このような背景の下でなされたものであり、所定周期で撮像された複数の原
画像から、同一人物を撮像した画像を抽出する処理を、高速かつコンピュータに大きな負
荷をかけずに実行できる顔画像追跡装置及び顔画像追跡方法並びにプログラムを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる課題を解決するために、本発明に係る顔画像追跡装置は、所定周期で撮像された
複数の原画像から、同一人物を撮像した画像を抽出する顔画像追跡装置において、前記原
画像から人物の顔部分を撮像した顔画像を抽出するとともに、前記顔画像の前記原画像に
おける位置を算出する顔画像抽出手段と、前記顔画像抽出手段で抽出された顔画像に識別
子を付与する識別子付与手段と、前記顔画像を前記識別子及び前記位置と共に記憶する顔
画像記憶手段と、を備えるとともに、前記識別子付与手段は、一の原画像から抽出された
顔画像の前記位置と、前記一の原画像の直前の周期に撮像された他の原画像から抽出され
て前記顔画像記憶手段に記憶された顔画像の前記位置との差異が所定の範囲以下である場
合に、前記一の原画像から抽出された顔画像に、前記他の原画像から抽出された顔画像と
同一の識別子を付与する位置比較手段を有する。
【０００８】
　本発明に係る顔画像追跡方法は、所定周期で撮像された複数の原画像から、同一人物を
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撮像した画像を抽出する顔画像追跡方法において、前記原画像から人物の顔部分を撮像し
た顔画像を抽出するとともに、前記顔画像の前記原画像における位置を算出する顔画像抽
出段階と、前記顔画像抽出手段で抽出された顔画像に識別子を付与する識別子付与段階と
、前記顔画像を前記識別子及び前記位置と共に顔画像記憶手段に記憶する顔画像記憶段階
を有し、前記識別子付与段階は、一の原画像から抽出された顔画像の前記位置と、前記一
の原画像の直前の周期に撮像された他の原画像から抽出されて前記顔画像記憶手段に記憶
された顔画像の前記他の原画像における位置との差異が所定の範囲以下である場合に、前
記一の原画像から抽出された顔画像に、前記他の原画像から抽出された顔画像と同一の識
別子を付与する位置比較段階を有するものである。
【０００９】
　本発明に係るプログラムは、所定周期で撮像された複数の原画像から、同一人物を撮像
した画像を抽出するコンピュータにインストールされて、当該コンピュータを、前記原画
像から人物の顔部分を撮像した顔画像を抽出するとともに、前記顔画像の前記原画像にお
ける位置を算出する顔画像抽出手段と、前記顔画像抽出手段で抽出された顔画像に識別子
を付与する識別子付与手段と、前記顔画像を前記識別子及び前記位置と共に記憶する顔画
像記憶手段と、を備え、前記識別子付与手段は、一の原画像から抽出された顔画像の前記
位置と、前記一の原画像の直前の周期に撮像された他の原画像から抽出されて前記顔画像
記憶手段に記憶された顔画像の前記位置との差異が所定の範囲以下である場合に、前記一
の原画像から抽出された顔画像に、前記他の原画像から抽出された顔画像と同一の識別子
を付与する位置比較手段を有する顔画像追跡装置として機能させるものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、一の原画像から抽出された顔画像の前記一の原画像における位置と、
前記一の原画像の直前に撮像された他の原画像から抽出された顔画像の前記他の原画像に
おける位置の差異が所定の範囲以下であるにある場合に、前記一の原画像から抽出された
顔画像を、前記他の原画像から抽出された顔画像の人物と同一人物の顔画像であると判定
して、同一の識別子を付与するので、画像の特徴の類似度に基づいて判定する装置方法に
比べて、処理を高速化することができる。また、コンピュータの負荷を小さくできるので
、処理能力が小さい（つまり、安価な）コンピュータで装置を構成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の実施形態に係る顔画像追跡装置１の機能的な構成を示す概念図である
。
【００１３】
　図１に示すように、顔画像追跡装置１は、カメラ２によって、所定の周期で連続して撮
像されて、画像記憶装置３に記録された複数の原画像から、同一人物を撮像した画像を抽
出する装置である。なお、「所定の周期で連続して撮像される複数の原画像」とは、いわ
ゆる動画像を構成する画像には限られない。例えば、数秒間隔で連続撮影される静止画像
も「所定の周期で連続して撮像される複数の原画像」に含まれる。
【００１４】
　また、顔画像追跡装置１は、顔画像抽出部１１、位置比較部１２、類似度比較部１３及
び顔画像記憶部１４を備える。
【００１５】
　顔画像抽出部１１は、画像記憶装置３から読み出された原画像から、人物の顔部分が撮
像された部分画像（顔画像）を抽出するとともに、位置比較部１２及び類似度比較部１３
が顔画像に識別コードを付与できない場合に、抽出顔画像に新規の識別コードを付与して
、顔画像記憶部１４に登録する機能モジュールである。なお、原画像から、顔画像を抽出
する具体的な手段は、例えば、特許第３３０７３５４号公報などに詳述されてので、詳細
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な説明は省略する。
【００１６】
　位置比較部１２は、画像記憶装置３から読み出された原画像の直近の撮像周期で撮像さ
れた原画像（直近原画像）から抽出されて顔画像記憶部１４に登録されている顔画像（登
録顔画像）を読み出して、顔画像抽出部１１で前記原画像から抽出された顔画像（抽出顔
画像）との距離、つまり顔画像の原画像における見かけ上の位置の差異を算出して、その
距離が所定の範囲以下であれば、抽出顔画像と登録顔画像は同一人物を撮像した画像であ
ると推定して、抽出顔画像に登録顔画像と同一の識別コードを付与して、顔画像記憶部１
４に記憶させる機能モジュールである。
【００１７】
　類似度比較部１３は、直近原画像から抽出された全ての登録顔画像の何れについても、
抽出顔画像との距離が前記所定の範囲を超える場合に、抽出顔画像と登録画像の類似度を
算出して、その類似度が所定の水準を超える場合には、抽出顔画像と登録顔画像が同一人
物を撮像した画像であると推定して、抽出顔画像に当該登録顔画像と同一の識別コードを
付与して、顔画像記憶部１４に登録する機能モジュールである。なお、類似度の算出の具
体的な手段及び類似度を用いた顔画像の照合方法等は、例えば、特許第４０９９９８１号
公報などに詳述されているので、詳細な説明は省略する。
【００１８】
　顔画像記憶部１４は、画像記憶装置３から読み出された原画像から、顔画像抽出部１１
が抽出した抽出顔画像（のイメージ情報）に、識別コードと、前記顔画像の前記原画像に
おける位置を示す座標を結合した顔画像データブロック４を記憶する記憶装置である。
【００１９】
　図２に示すように、顔画像データブロック４は、識別コード４１、撮像日時４２、位置
座標４３及び顔画像イメージ４４から構成される。
【００２０】
　識別コード４１は、カメラ識別符号４１１、登録日時４１２及び番号４１３を結合して
構成される。カメラ識別符号４１１は、抽出顔画像を撮像したカメラ２に固有の符号であ
り、登録日時４１２は当該識別コード４１を最初に付与された顔画像が撮像された日及び
時分秒を表示するデータである。また、番号４１３は、一の原画像から複数の新規の顔画
像が抽出された場合に、抽出された順（識別コード４１を付与された順）に発番される番
号である。
【００２１】
　また、撮像日時４２は抽出顔画像が撮像された日及び時分秒を表示するデータであり、
位置座標４３は抽出顔画像の原画像における位置を、前記原画像に固定され直交座標系で
表示する座標値である。
【００２２】
　また、顔画像イメージ４４は抽出顔画像を表示するデジタルデータであり、形式は特に
限定されない。ＧＩＦ，ＪＰＥＧなど公知のフォーマットを選択すればよい。２値化、グ
レースケール、カラーの別も問わない。目的や環境に応じて選択すればよい。
【００２３】
　図３は、顔画像追跡装置１の物理的な構成を示す概念図である。顔画像追跡装置１はコ
ンピュータに所定のプログラムをインストールして実現される。つまり、図３は顔画像追
跡装置１を構成するコンピュータの物理的な構成を示している。
【００２４】
　図３に示すように、顔画像追跡装置１は、通信インターフェイス（Ｉ／Ｆ）１５、入出
力装置１６、演算装置１７及び記憶装置１８を備える。
【００２５】
　通信インターフェイス１５は、顔画像追跡装置１と画像記憶装置３の間で、データや信
号の送受を行うインターフェイスである。また、通信インターフェイス１５は、図示しな
い外部装置、例えば、顔画像追跡装置１による処理結果をさらにコンピュータとの間で、
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データや信号の送受を行うこともできる。
【００２６】
　入出力装置１６は、例えばキーボード装置やディスプレイ装置のような、顔画像追跡装
置１に命令を入力し、あるいは顔画像追跡装置１の処理結果を表示する装置である。
【００２７】
　演算装置１７は、図示しない内部記憶装置を有し、その内部記憶装置に書き込まれたプ
ログラムを実行して、所定の演算処理を行う装置である。前述した顔画像抽出部１１、位
置比較部１２及び類似度比較部１３の機能は、該プログラムによって実現される。
【００２８】
　記憶装置１８は、例えばハードディスクドライブ（ＨＤＤ）装置のような、演算装置１
７の処理結果を記憶する外部記憶装置である。記憶装置１８の全部又は一部は、顔画像記
憶部１４として機能するように割り当てられる。
【００２９】
　図４は、抽出顔画像と登録顔画像の間の位置の差異に基づく顔画像の追跡の原理を説明
する図である。図４において、５１～５３は、カメラ２で連続撮像された原画像である。
つまり、原画像５１は最初の撮像周期に撮像され、原画像５２はその次の撮像周期に撮像
され、原画像５３は更に次の撮像周期に撮像された画像である。また、原画像５１には顔
画像６１～６３が、原画像５２には顔画像６４～６６が、原画像５３には顔画像６７～６
９がそれぞれ含まれている。
【００３０】
　さて、ある原画像から抽出された顔画像が、次の撮像周期までに原画像内で移動する距
離は限られている。言い換えれば、ある原画像から抽出された顔画像（前の顔画像）に係
る人物と同一の人物が、次の撮像周期に撮像された場合、撮像された顔画像（後の顔画像
）は、前記前の顔画像の近傍にある蓋然性が高い。したがって、後の顔画像と前の顔画像
の原画像における位置の差（つまり、両者の距離）が、所定の基準以下であれば、両者は
同一人物を撮像した顔画像であると推定することができる。
【００３１】
　例えば、原画像５１～５３について、直近の撮像周期で撮像された２の顔画像の間の距
離がＲ以下ならば、両者は同一人物を撮像した顔画像であると仮定して、同一人物の顔画
像を一枚の画像に集約すると集約画像５４～５６が得られる。集約画像５４～５６は、顔
画像６１，６４，６７、顔画像６２，６５，６８及び顔画像６３，６６，６９が含まれて
いる。また、集約画像５４～５６に示した円は顔画像６４、顔画像６５及び顔画像６６を
中心とする半径Ｒの円である。
【００３２】
　さて、図５は演算装置１７にインストールされる顔画像抽出プログラムの概略を示すフ
ローチャートである。この顔画像抽出プログラムを演算装置１７で実行することによって
、演算装置１７は顔画像抽出部１１として機能する。以下、図５を参照しながら顔画像抽
出プログラムを説明する。
【００３３】
　まず、画像記憶装置３から原画像を１フレーム読み出し（ステップＳ１）、読み出した
原画像から顔画像（抽出顔画像）を抽出し（ステップＳ２）、位置比較プログラム（後述
）を起動する（ステップＳ３）。
【００３４】
　前記位置比較プログラムにおいて、抽出顔画像に識別コードが付与されて、顔画像記憶
部１４への登録が完了していれば（ステップＳ４；ＹＥＳ）、ステップＳ８に進み、抽出
顔画像が顔画像記憶部１４に登録されていなければ（ステップＳ４；ＮＯ）、類似度比較
プログラム（後述）を起動する（ステップＳ５）。
【００３５】
　前記類似度比較プログラムにおいて、抽出顔画像に識別コードが付与されて、顔画像記
憶部１４への登録が完了していれば（ステップＳ６；ＹＥＳ）、ステップＳ８に進み、抽
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出顔画像が顔画像記憶部１４に登録されていなければ（ステップＳ６；ＮＯ）、抽出顔画
像に新規の識別コードを付与して、顔画像記憶部１４に記憶し（ステップＳ７）、ステッ
プＳ８に進む。
【００３６】
　ステップＳ１で読み込んだ原画像に含まれる顔画像を全て抽出していれば（ステップＳ
８；ＹＥＳ）、処理を終了し、未抽出の顔画像があれば（ステップＳ８；ＮＯ）、ステッ
プＳ２に戻って処理を続ける。
【００３７】
　図６は、位置比較プログラムの概略を示すフローチャートである。この位置比較プログ
ラムは、演算装置１７にインストールされ、顔画像抽出プログラムのステップＳ３（図５
参照）で起動される。位置比較プログラムを演算装置１７で実行することによって、演算
装置１７は位置比較部１２として機能する。以下、図６を参照しながら位置比較プログラ
ムを説明する。
【００３８】
　まず、顔画像記憶部１４に書き込まれている顔画像の中から、顔画像抽出プログラムの
ステップＳ１において画像記憶装置３から読み出された原画像の直近の原画像から抽出さ
れた顔画像（登録顔画像）の顔画像データブロック４を顔画像記憶部１４から読み出し（
ステップＳ１１）、抽出顔画像との距離を算出する（ステップＳ１２）。
【００３９】
　ステップＳ１２で算出した距離が、所定の基準距離以下であれば（ステップＳ１３；Ｙ
ＥＳ）、抽出顔画像と登録顔画像は同一人物を撮像した画像であると推定されるので、抽
出顔画像に登録顔画像と同一の識別コードを付与して、顔画像記憶部１４に登録し（ステ
ップＳ１４）、処理を終わる。
【００４０】
　一方、ステップＳ１２で算出した距離が、前記基準距離よりも大きければ（ステップＳ
１３；ＮＯ）、ステップＳ１５に進み、前記直近の原画像から抽出された登録顔画像の全
てを読み出していれば、つまり前記直近の原画像から抽出された登録顔画像の中に抽出顔
画像と同一人物を撮像した顔画像であると推定されるものが無ければ（ステップＳ１５；
ＹＥＳ）、処理を終了して顔画像抽出プログラム（図５参照）に戻る。未処理の登録顔画
像が残っていれば（ステップＳ１５；ＮＯ）、ステップＳ１１に戻って処理を続ける。
【００４１】
　図７は、抽出顔画像と登録顔画像に係る人物の同一性と前記基準距離の関係を説明する
図である。図７において、７１は登録顔画像である。また、本実施形態において顔画像の
位置はその右目の位置で代表される。つまり原画像において登録顔画像７１の右目に相当
する画素の位置を登録顔画像７１の位置として扱うので、登録顔画像７１の右目を原点と
する直交座標系Ｘ－Ｙを設定している。
【００４２】
　前述したように、前記基準距離は、撮像周期の間で顔画像が移動できる最大距離であり
、前記最大距離は顔画像の最大移動速度と撮像周期の積に相当する。例えば撮像対象人物
の移動速度が最大で１０００ｍｍ／ｓであると想定し、撮像周期を１／１０ｓとすれば、
次の撮像周期までに、その人物が移動する最大距離は１００ｍｍになる。そこで、カメラ
２の撮像対象の実際の大きさと原画像上での見かけの大きさ（画素数）を比較して、実寸
１００ｍｍに相当する画素数Ｒを算出すると、同一人物を撮像した登録顔画像の右目と抽
出顔画像の右目の間にある画素数はＲ個以下であるといえる。
【００４３】
　図７の場合、顔画像７２の右目は直交座標系Ｘ－Ｙの原点（つまり、登録顔画像７１の
右目）を中心とする半径Ｒの円の内部にあるから登録顔画像７１と顔画像７２は同一人物
を撮像した顔画像であると推定される。一方、顔画像７３の右目は前記円の外部にあるか
ら登録顔画像７１と顔画像７３は同一人物を撮像した顔画像ではないと推定される。
【００４４】
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　なお、画素数Ｒの大きさは、顔画像追跡装置１の目的によって選択する。顔画像追跡の
処理速度を重視するならば、画素数Ｒを大きく設定して、距離を基準とする人物の同一性
判断の割合を大きくし、類似度に基づく同一性判断の割合を小さくする。逆に、顔画像追
跡の精度を重視するならば、画素数Ｒを小さく設定して、距離を基準とする人物の同一性
判断の割合を小さくし、類似度に基づく同一性判断の割合を大きくする。
【００４５】
　また、画素数Ｒの大きさを、原画像中に含まれる顔画像の数によって調整する場合があ
る。原画像中に含まれる顔画像が少なければ、画素数Ｒを大きく設定しても同一性判断の
精度は低下しないから、画素数Ｒを大きく設定できる。一方、原画像中に含まれる顔画像
が多ければ、画素数Ｒを大きく設定すると同一性判断の精度が大きく低下するから、画素
数Ｒを小さく設定する。
【００４６】
　図８は、類似度比較プログラムの概略を示すフローチャートである。この類似度比較プ
ログラムは、演算装置１７にインストールされ、前述したように顔画像抽出プログラムの
ステップＳ５（図５参照）で起動される。つまり、位置比較プログラムで抽出顔画像の識
別コードを決定できなかった場合に類似度比較プログラムは起動される。また、この類似
度比較プログラムを演算装置１７で実行することによって、演算装置１７は類似度比較部
１３として機能する。以下、図８を参照しながら類似度比較プログラムを説明する。
【００４７】
　まず、顔画像抽出プログラムのステップＳ１において画像記憶装置３から読み出された
原画像の直近の原画像から抽出されて顔画像記憶部１４に書き込まれている顔画像（登録
顔画像）を顔画像記憶部１４から読み出し（ステップＳ２１）、抽出顔画像との類似度を
算出し（ステップＳ２２）する。
【００４８】
　ステップＳ２２で算出した類似度が、所定の基準よりも大きければ（ステップＳ２３；
ＹＥＳ）、抽出顔画像は登録顔画像と同一人物を撮像した画であると推定されるので、抽
出顔画像に登録顔画像と同一の識別コードを付与して、顔画像記憶部１４に登録して（ス
テップＳ２４）処理を終了し、顔画像抽出プログラム（図５参照）に戻る。
【００４９】
　一方、ステップＳ２２で算出した類似度が、前記基準よりも小さければ（ステップＳ２
３；ＮＯ）、ステップＳ２５に進み、前記直近の原画像から抽出された登録顔画像の全て
を読み出していれば、つまり前記直近の原画像から抽出された登録顔画像の中に抽出顔画
像と同一人物の顔画像とされるものが無ければ（ステップＳ２５；ＹＥＳ）、処理を終了
して顔画像抽出プログラム（図５参照）に戻る。未処理の登録顔画像が残っていれば（ス
テップＳ２５；ＮＯ）、ステップＳ２１に戻って処理を続ける。
【００５０】
　以上説明したように、顔画像追跡装置１は、最初に抽出顔画像と登録顔画像の原画像に
おける位置の遠近を基準に抽出顔画像と登録顔画像に係る人物の同一性を判定するので、
顔画像のイメージの類似度に基づく判定に比べて、高速処理が可能であり、コンピュータ
の負荷も小さくてすむ。また、前記位置の遠近によって同一人物を撮像した登録顔画像を
決定できない場合は、顔画像のイメージの類似度に基づく判定を行うので、同一性判定の
精度及び信頼性も十分に確保できる。
【００５１】
　また、同一人物を撮像した顔画像に同一の識別コードを付与して記録するので、特定の
人物が移動した位置情報を時系列に把握して、追跡することができる。
【００５２】
　なお、顔画像記憶部１４は、同一人物を撮像した顔画像に係る顔画像データブロック４
に同一の識別コード４１を付けて記憶しているから、同一人物にかかる顔画像データブロ
ック４を呼び出すことができる。また、読み出された同一人物にかかる顔画像データブロ
ック４を解析すれば、当該人物の軌跡を算出することもできる。
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　なお、本発明の技術的範囲は本実施形態に限定されるものではない。特許請求の範囲に
記載された技術的思想を逸脱しない限りにおいて、応用、変形あるいは改良が可能である
。例えば、本実施形態では、演算装置１７に所定のプログラムをインストールすることに
よって、顔画像抽出部１１、位置比較部１２及び類似度比較部１３をソフトウェア的に実
現した例を示したが、これらを専用のハードウェアで実現することも、当然本発明の技術
的範囲に包含される。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の実施形態に係る顔画像追跡装置の機能的な構成を示す概念図である。
【図２】顔画像データブロックの構成を示す概念図である。
【図３】前記顔画像追跡装置の物理的な構成を示す概念図である。
【図４】抽出顔画像と登録顔画像の間の位置の差異に基づく顔画像の追跡の原理を説明す
る図である。
【図５】顔画像抽出プログラムの概略を示すフローチャートである
【図６】位置比較プログラムの概略を示すフローチャートである。
【図７】抽出顔画像と登録顔画像に係る人物の同一性と前記基準距離の関係を説明する図
である。
【図８】類似度比較プログラムの概略を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５５】
　　１　顔画像追跡装置
　　２　カメラ
　　３　画像記憶装置
　　４　顔画像データブロック
　１１　顔画像抽出部
　１２　位置比較部
　１３　類似度比較部
　１４　顔画像記憶部
　１５　通信インターフェイス（Ｉ／Ｆ）
　１６　入出力装置
　１７　演算装置
　１８　記憶装置
　４１　識別コード
　４２　撮像日時
　４３　位置座標
　４４　顔画像イメージ
　５１～５３　原画像
　５４～５６　集約画像
　６１～６９　顔画像
　７１　登録顔画像
　７２，７３　顔画像
４１１　カメラ識別符号
４１２　登録日時
４１３　番号
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